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◎ 概要

疑わしい取引に関する情報は､ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰや企業活動に関する非常に機微な

情報を含んでおり､その適切な取扱いを徹底する必要があることから､各種警

察活動における疑わしい取引に関する情報の取扱いに関する留意事項を示し

たものである｡


